
島根県西部を震源とする地震に係る被害状況等について(第４報) 

【4/11 16:00 現在】  

 
※下線箇所が前回からの変更点 
 
（１）市の対応状況 

平成３０年４月９日（月） 
０１時３２分 地震発生（震度４） 
   〃    警戒体制設置（被害情報等の収集） 
０３時００分 第１回警戒本部会議開催 
１０時００分 第２回警戒本部会議開催 
 

   平成３０年４月１０日（火） 
    １４時００分 警戒体制解除 
 
（２）市内の被害状況 

人的被害：被害なし 
その他の被害：以下のとおり 

項目 場所 内容 担当課 

施設被害 保健福祉総合センター トイレ入口上部壁にひび割れ 健康推進課 

施設被害 中央幼稚園 テラス天井の塗装が剥がれ落下 子育て政策課 

施設被害 大野幼稚園 壁破片の落下 子育て政策課 

施設被害 揖屋幼稚園 階段横のクラックの膨らみ 子育て政策課 

施設被害 しんじ幼保園 天井石膏ボードが剥がれ落下 子育て政策課 

施設被害 城北公民館 壁のひび割れ 生涯学習課 

施設被害 小泉八雲旧居 瓦の破損 観光施設課 

施設被害 
宍道農村環境改善 

センター 
集会室天窓の格子１本破損 農政課 

施設被害 宍道体育センター 
ステージ上の天井付近のコンクリ

ート片の剥離 
スポーツ課 

 ※詳細については担当課へお問い合わせください。 

 

（３）その他 

○上下水道局 
給水支援・漏水調査等：延べ１５名（派遣期間：4/9～4/11） 
※日本水道協会からの支援要請 

  ○都市政策課 
   被災宅地危険度判定士派遣：延べ９名（派遣期間（予定）：4/11～4/13） 
   ※島根県からの派遣要請 
  ○建築指導課 
   被災建築物応急危険度判定士派遣：１名（派遣期間（予定）：4/13～4/14） 
   ※島根県からの派遣要請 
   

※派遣者数は松江市のみの人数を記載。 


